
 

保育サービスのさらなる向上をめざして、「苦情解
決制度」を設けています。保育についてのお悩みや
お気づきのこと、改善して欲しいこと等、下記の方
法で受け賜りますので、よろしくお願い申し上げま
す。 

ご意見・ご要望の受付： 

苦情解決責任者・長谷川達哉（施設長） 

苦情受付担当者・水落美代子（主任） 

第三者委員・当学園顧問弁護士 

犬井純：025-223-7202 
 
電話、書面、メール、面接等、随時お受けします。 
お気軽にお寄せください。 
 
メールアドレス：info@nakazawa-shirayuri.jp 
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